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町田市（以下「市」という。）が設置する町田市高齢者在宅サービスセンター及び高齢者福祉セ

ンターについて、地方自治法第２４４条の２第３項及び町田市高齢者在宅サービスセンター条例

第４条並びに町田市高齢者福祉センター条例第９条の規定に基づき、当該施設の管理運営業務を

効率的かつ効果的に達成することができる指定管理者を以下の規定に従って、募集します。 

 

１ 施設概要 

 

Ｎｏ 施設名 備考 

（１） 

① 高齢者福祉センターふれあい桜館  
運営は「町田市高齢者福祉センター

条例」に準じるものとします。 

② 小山田高齢者在宅サービスセンター      

運営は「町田市高齢者在宅サービス

センター条例」に準じるものとしま

す。 

 

※各施設の詳細は別表とおりです。 

（２） つくし野デイサービスセンター 

（３） デイサービス森野 

（４） デイサービス南大谷 

（５） 玉川学園高齢者在宅サービスセンター 

（６） 本町田高齢者在宅サービスセンター 

（７） デイサービス忠生 

（８） デイサービス三輪 

（９） デイサービス榛名坂 

（１０） デイサービス高ヶ坂 

（１１） デイサービスあいはら 

 

※（１）は、①、②の施設が併設されているため、管理運営を一括で行う事業者を募集します。 

※（１）、（５）、（６）の施設については、高齢者支援センターが併設されており、市が別途委託契

約を行っております。そのため、建物、設備等の維持管理については、高齢者支援センターとし

て使用する部分が含まれます。 

※町田市では、高齢者在宅サービスセンターの指定管理による運営を終了する方針を決定してい

ます。なお、高齢者在宅サービスセンターの民営化が可能である施設については、２０２９年度

以降の民営化について、選定された事業者と調整を行います。 

※（１）①、②及び（８）の施設は、指定期間中に施設の大規模修繕が予定されています。そのた

め、施設の休業期間について協議を行います。なお、施設の休業に伴う市からの休業補償はあり

ません。 
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２ 指定期間 

 ２０２４年４月１日から２０２９年３月３１日までの５年間（民営化に向けた協議の状況によ

り変動することがあります。） 

 

３ 管理運営の基本方針 

指定管理者は、本施設の設置目的や特性を理解し、本施設の管理において創意工夫のある企画

や効率的・効果的な管理運営を行い、本施設利用者の多様なニーズに応え、質の高いサービスの提

供を図り、行政の代行者としての基本姿勢に立って適正な管理水準を確保し、市民の信頼に応え

なければなりません。 

なお、本施設の管理運営にあたっては下記の点に留意してください。 

（１）市民の福祉の増進を目的に設置された公の施設としての役割を十分に認識し、誰もが利用し

やすい施設づくりに努める。 

（２）高齢者在宅サービスセンターについては、市内の介護を要する在宅の高齢者等を通所させ、

介護保険法に基づくサービス等を提供することにより、その者が尊厳を保持し、その有する能

力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう支援するという目的に沿った管理運営に

努める。 

高齢者福祉センターについては、高齢者に関する各種の相談に応ずるとともに、健康の増

進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、高齢者の福祉を向上さ

せるという目的に沿った管理運営に努める。 

（３）多様化する市民ニーズに応えられるよう創意工夫のうえ、質の高いサービスの提供に努め、

利用者へのサービス向上を図る。 

（４）効率的な管理・運営により、公の施設としての意義を損なわない範囲で経費の節減に努め

る。 

 

４ 指定管理者が行う業務範囲 

  指定管理業務の詳細は別途仕様書に定めるものとします。なお、（１）①及び②については「小

山田高齢者在宅サービスセンター及び高齢者福祉センターふれあい桜館の指定管理に関わる仕様

書」を、（２）～（１１）については「町田市高齢者在宅サービスセンターの指定管理に関わる仕

様書」を参照してください。 

（１） 施設運営に関する業務 

＜高齢者在宅サービスセンター事業＞（「１施設概要」（１）①の施設以外） 

介護保険法及び町田市高齢者在宅サービスセンター条例に規定する事業に関して、同条例第

５条の規定により、別表に掲げる事業を行うものとする。 

＜高齢者福祉センター事業＞（「１施設概要」（１）①の施設のみ該当） 

老人福祉法及び町田市高齢者福祉センター条例に規定する事業に関して、同条例第１０条

の規定により、以下に掲げる事業を行うものとする。 

ア 高齢者に対する生活及び健康の相談及び指導に関すること。 
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イ 高齢者に対する生業及び就労の指導に関すること。 

ウ 機能回復訓練の実施に関すること。 

エ 教養の向上、レクリエーション等の実施に関すること。 

オ 老人クラブに対する援助等に関すること。 

 （２）施設及び設備の維持管理に関する業務 

    別途仕様書により定めます。 

 （３）自主事業 

自主事業とは、指定管理者が市の承認を得て、魅力ある事業を独自に展開するものです。

指定管理者は、自己の責任及び費用により、自主事業を実施することができます。 

※詳細は仕様書を参照してください。 

 

５ 関係法令 

指定管理者は、以下の法令等に沿って、施設の管理運営を行います。 

なお、法令等が指定期間前及び指定期間内に改正された場合は、改正された法令等に従って事業

を実施してください。 

（１）高齢者在宅サービスセンター事業（「１施設概要」（１）①の施設以外） 

ア 介護保険法 

イ 町田市高齢者在宅サービスセンター条例 

ウ 町田市高齢者在宅サービスセンター条例施行規則 

（２）高齢者福祉センター事業（「１施設概要」（１）①の施設のみ該当） 

ア 老人福祉法 

イ 町田市高齢者福祉センター条例 

ウ 町田市高齢者福祉センター条例施行規則 

（３）共通 

ア 地方自治法、同施行令ほか行政関連法規 

イ 個人情報の保護に関する法律 

ウ 町田市情報公開条例 

エ 労働基準法、労働安全基準法ほか労働関連法規 

オ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

カ 行政手続法及び町田市行政手続条例 

キ 施設維持、設備保守点検に関する法令等 

ク 町田市防犯カメラの設置及び管理に関する要綱 

ケ その他関係法令及びマニュアル等 

 

６ 指定管理料 

（１）高齢者在宅サービスセンター（「１施設概要」（１）①の施設以外） 

市からの指定管理料はありませんので、介護報酬等により指定管理業務を行うものとしま

す。 

（２）高齢者福祉センター（「１施設概要」（１）①の施設のみ該当） 
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指定管理業務にかかる経費に対し、市は指定管理料を支払います。指定管理料の提案金額

の上限は年間３，８００万円とします。 

なお、指定管理料は、市の予算査定の結果を経て、年度協定書において確定するものであ

り、提案額を保証するものではありません。指定管理料の支払時期及び方法等は協定で定め

ます。 

【参考】指定管理料算出の考え方 

指定管理料＝指定管理業務の経費(施設の管理運営費)－利用料金等の収入(見込額) 

 

７ 応募資格に関する事項 

（１）応募の資格 

市内に事務所又は事業所を有し、高齢者在宅サービスセンター又は高齢者福祉センターにお

ける管理業務の実績を有する団体（以下「団体」という。）であること。 

※共同事業体の場合は、代表団体が市内に事務所又は事業所を有する団体であり、かつ上記の

実績を有する団体等が含まれていること。 

（２）欠格事項 

  応募する団体は、次の事項のいずれにも該当しない団体に限ります。 

ア 応募書類提出時点において、町田市で入札参加停止処分を受けている団体 

イ 法人税、市都民税等が課税される団体にあって、それらを滞納している団体 

ウ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する団体 

エ 会社更生法、民事再生法による更正・再生手続中である団体 

オ 指定管理者の責めに帰すべき事由により、町田市において２年以内に指定の取り消しを受け

た団体 

カ 反社会的勢力 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規

定するもの）、暴力団員等（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員で

なくなった日から５年を経過しない者）、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治活動

を標榜して不法行為を行う者又は団体、その他不当要求等の反社会的活動を行う者又は団体 

（３）共同事業体による応募 

ア 複数の団体が共同事業体を構成して応募する場合は、代表団体を定めてください。 

イ 単独で応募した団体は、同時に共同事業体による応募の構成員（構成団体）となることはで

きません。 

ウ 共同事業体による応募において、同時に複数の共同事業体の構成員となることはできません。 

エ 申請後は代表団体及び構成団体の変更は認めません。 

オ 代表団体及び構成団体のいずれか一団体でも上記の欠格事項に該当する場合は、応募できま

せん。 

 

８ 指定までのスケジュール 

募集要項等の公表 ４月１日（土） 

説明会の申込期間 ４月６日（木）～４月１０日（月） 
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説明会 ４月１２日（水） 

質問の受付期間 ４月１２日（水）～ ４月１７日（月） 

質問への回答 ４月２８日（金） 

応募書類の提出期間 ５月 ８日（月）～ ５月１２日（金） 

一次審査（書類選考） ５月１５日（月）～ 

二次審査（選考委員会等） 
７月３日（月）、７月１０日（月）、７月２４日（月）、

７月２６日（水）のうち１日を予定 

最終審査（市の選定会議） ７月下旬 

候補者の選定結果通知 ８月 

指定管理者の指定通知 １０月上旬以降 

 

９ 応募手続き 

募集要項、業務仕様書、応募書類の指定様式及びその他の参考資料等は、市ホームページからダ

ウンロードしてください。 

（１）説明会 

本募集に関する説明会を次のとおり開催します。応募を予定している団体はできる限り参加

してください。 

ア 開催日時 ２０２３年４月１２日（水）１０：００～１１：００ 

イ 開催場所 市庁舎第５－４会議室 

ウ 申込方法 ２０２３年４月１０日（月）１７時までに様式９の参加申込書により、ＦＡＸ又

は電子メールでお申込みください。 

エ その他  会場の都合により説明会への参加は各団体１名までとさせていただきます。ま

た、市ホームページより募集要項・仕様書を印刷し、お持ちください。 

※新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、参加前の検温やマスク着用のご協

力をお願いします。 

（２）質問及び回答 

募集要項等の内容に関する質問を次のとおり受け付けます。 

ア 受付期間 ２０２３年４月１２日（水）から４月１７日（月）１７時まで 

イ 質問の方 法 様式１０の質問書を電子メールで送付してください。メールの件名は「【施設

名】質問について（団体名）」としてください。 

メールアドレス mcity6170@city.machida.tokyo.jp 

※電話や来訪等、口頭による質問は、受け付けません。 

ウ 質問の回 答 ２０２３年４月２８日（金）に町田市ホームページに掲載します。質問への回答

書は、本要項と一体のものとして、要項と同等の効力を有するものとします。た

だし、やむを得ない事情により回答が遅れる場合は、町田市ホームページで周知

します。 

（３）応募書類の受付 

mailto:mcity4480@city.machida.tokyo.jp
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「ウ応募書類」のとおり、申請書に必要書類を添えて、提出期間内に直接持参してください。 

提出期間内に、所定の書類が整わなかった場合は、原則、受付はできません。内容を確認の

上、期限にゆとりを持って提出いただきますよう、ご協力をお願いします。 

ア 提出期間  

２０２３年５月８日（月）から５月１２日（金）まで 

受付は９時から１７時まで（１２時から１３時までは除く） 

イ 提出場所  

町田市いきいき生活部いきいき総務課事業係 

町田市森野２－２－２２ 町田市役所 市庁舎７階 ７０３番窓口 

ウ 応募書類 

番号 書類名 部数 

① 町田市高齢者在宅サービスセンター指定管理者申請書（様式１） 

※「１施設概要」（１）の施設については、町田市高齢者福祉センタ

ー指定管理者申請書（様式２）も添付してください。 

１部 

② 指定管理者の応募申請に関する誓約書（様式３） １部 

③ 役員の名簿（様式４） １部 

④ 国税（法人税、消費税及び地方消費税）の納税証明書その３（直近１

年間）、市税（本市に事業所がある場合）の完納証明書（直近１年

間） 

※非課税法人等で納税がない場合は添付不要。ただし、非課税である

ことの文章を作成する。 

各１部 

⑤ 法人等の概要（様式５） ６部 

⑥ 法人の登記事項証明書 

※申請日前３箇月以内に発行された現在全部事項証明書 

１部 

⑦ 指定管理業務共同事業体協定書（様式６） １部 

⑧ 指定予定期間に属する各年度の管理に係る事業計画書（様式７）及び

収支予算書 

６部 

⑨ 指定申請の日の属する事業年度における法人等の事業計画書及び収支

予算書 

６部 

⑩ 法人等の決算書 

※貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの（提出できる範

囲の直近３年間分） 

※指定申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、そ

の設立時における財産状況を示す書類（財産目録等） 

６部 

⑪ 町田市指定管理者管理運営状況評価表（様式８） ６部 

⑫ 指定管理者候補者選考委員会プレゼンテーション資料 ６部 

⑬ ６部の提出としている資料（⑤、⑧～⑫）の電子データ 

（⑫はパワーポイント等データがある場合） 

ＣＤ－Ｒ等

により１部 
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※⑦は共同事業体による応募の場合に提出してください。代表団体及び施設管理の担当業務を明

記するものとします。 

※共同事業体による応募の場合は、③～⑥、⑨、⑩について、代表団体、構成団体ともに提出して

ください。 

※応募書類には、個人が特定される氏名や顔写真等の個人情報に該当するものは掲載しないよう

にしてください。ただし、応募書類に掲載することについて、本人の承諾を得ている場合を除き

ます。その場合には、承諾を得ている旨を記載してください。 

※⑫は本募集要項別紙を参照の上、作成してください。 

※６部の提出としているものは副本として、選考委員会の選考資料とします。 

※応募書類は理由の如何に関わらず返却しません。 

 

１０ 応募にかかる留意事項 

（１）関係法令の遵守 

応募書類の作成にあたっては、関係法令を遵守してください。 

（２）応募内容の変更禁止 

応募書類の受付期間後は、提出された書類の内容を変更・追加することはできません。ただ

し、市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める場合があります。 

（３）複数提案の禁止 

応募は、一団体につき一案とし、複数の提案はできません。 

（４）応募者が運営する施設の実地調査 

市が必要と認める場合は、応募者が運営する施設の実地調査を行います。 

（５）情報公開請求への対応 

応募書類は、町田市情報公開条例に基づく情報公開請求があったときは、条例に基づき、原則とし

て公開します。 

（６）費用の負担 

応募に関する費用は、すべて応募者の負担とします。 

（７）資料の取扱い 

市が提供する資料は、応募に関わる検討以外の目的で使用することを禁じます。 

（８）接触の禁止 

応募者が、学識経験者で構成する選考委員会の委員や市担当の職員と接触することを禁じま

す。 

（９）不正な行為 

応募書類に虚偽又は不正があったと認めたとき、その他不正な行為があったと認めたときは、

選定対象から除外します。 

 

１１ 選定手続 

（１）書類選考による一次審査 
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応募者が４団体以上の場合は、いきいき生活部（以下、「施設所管部」という。）で書類選

考による第一次審査を行い、上位３団体を選定し、選定された応募者の事業計画書等を「町田

市指定管理者候補者選考委員会」（以下、「選考委員会」という。）に提出します。なお、第

一次審査の審査方法については、選考委員会による選考の方法と同様です。 

応募者が３団体以下の場合は、書類選考は実施せず、資格審査のみを行い、資格のある全て

の応募者の応募書類の副本を選考委員会に提出します。 

（２）選考委員会等による二次審査 

学識経験者４名で構成する選考委員会及び施設所管部において、応募者からの提案内容を評

価します。なお、選考委員会では、応募者からのプレゼンテーション、委員によるヒアリング

及び応募書類等をもとに評価項目ごとに評価します。 

※選考委員会の日時、場所等については、一次審査を通過した応募者に対して、電子メールで

通知します。 

（３）市の選定会議による最終審査 

施設所管部は、いきいき生活部選定会議において、選考委員会及び施設所管部の採点によ

る基準得点に、現在の指定管理者への管理運営状況評価結果である評価反映点を加えた総合選

定得点が最も高かった応募者を指定管理者の候補となる者（以下「指定管理者候補者」とい

う。）に選定します。 

 

１２ 選定基準 

（１）評価項目及び評価基準 

下表の評価項目及び評価の基準に基づき、各評価項目について１点から５点までの５段階評

価による評価点を算定します。次に、評価項目の重要度に応じて設定する係数を各評価点に乗じ

ます。 

なお、施設所管部は評価項目８の「市内従業員雇用率」、１０の「類似施設管理実績」、を評価

し、選考委員会はそれ以外の項目を評価します。 

※高齢者福祉センターふれあい桜館は、評価項目１１の「提案金額」についても施設所管部の評

価項目とします。 
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区

分 

N o 評 価 項 目  評 価 の 視 点  

サ
ー
ビ
ス
の
質 

1 
利用者サービス

向上策 

・利用者満足度の高いサービスを提供するための提案があるか 

・利用率（１日あたりの平均利用者数）を向上するための計画が

あるか 

・施設を運営・管理する能力は十分か 

2 自主事業 

・取組は施設の設置目的に合ったものか 

・施設の魅力向上や利用者満足度の向上、利用者増加に向けた効

果的な取組か 

・取組は施設の設置目的に合ったものであり、本来の指定管理業

務へ影響を及ぼすものではないか 

3 

利用者意見の収

集（利用者満足

度調査等） 

・利用者満足度調査の方法は適切か 

・利用者満足度調査の目標は適切に設定されているか 

・要望の受付体制は適切か 

・利用者満足度調査の結果や受付けた要望を、施設の管理・運営

に反映させる取組や体制は適切か 

施
設
運
営
・
管
理 

4 施設運営 

・設置目的や市の計画に沿った適切な運営・管理が実施されるか 

・利用者が施設を平等に利用できる環境が整備されるか（施設の

バリアフリーや情報アクセスの取組は適切かなど） 

5 情報管理 

・情報公開の取組や体制は適切か 

・個人情報保護の取組や体制は適切か 

・情報セキュリティの取組や体制は適切か 

6 安全管理 

・施設利用時の安全管理の取組や体制は適切か 

・防災・防犯対策等の取組や体制は適切か 

・災害や事故発生時の対応の体制は適切か 

7 人的安定性 

・職員の配置計画は適切か 

・施設の運営・管理に必要となる能力や資格を有する人員が適切

に配置されるか 

・職員の指導育成や研修体制は適切か 

8 

地域貢献（市内

従業員の雇用

率、地域団体等

との連携） 

・市内従業員の雇用率は妥当か 

・市内事業者への発注は十分か（障がい福祉施設等からの物品・

役務の調達含む） 

・地域住民や団体との協働の取組は十分か 

9 環境配慮 
・節水・節電やごみの減量化、リサイクル推進、温室効果ガス排

出削減などの環境配慮の取組は適切か 
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10 
類似施設の管理

実績 

・類似施設の管理実績は十分か 

・施設を運営・管理する能力は十分か 

財
務
・
収
支
状
況 

11 

提案金額 

（高齢者福祉セ

ンターふれあい

桜館のみ） 

・市が示した上限額に対して提案金額は適切か 

・市が示した上限額の範囲内の金額であるか 

12 収支の健全性 

・指定管理業務の収支計画は適正か（支出すべき経費が適切に計

上されているか、指定管理業務以外の関係ない経費が計上され

ていないかなど） 

13 

財務の安全性

（指定管理者本

部） 

・団体の財務状況は健全か 

 

 

（２）最低選定基準 

応募者の得点が以下のような低い得点であった場合は、指定管理者候補者として選定しない

こととします。 

・ 選考委員会の委員の平均得点と、施設所管部の得点を合計した点（以下「基準得点」とい

う。）が、配点の６０％に満たなかった場合 

・ 過半数の選考委員の採点又は施設所管部での採点において、最低評価「１」の評価項目があ

った場合 

（３）現在の指定管理者への管理運営状況評価結果の反映 

現在の指定管理者である団体が応募した場合は、次に掲げる事項に基づき、指定管理期間中

の管理運営実績から決定した評価反映得点を基準得点に加減算します。 

ア 指定管理者の評価を反映する年度は、最終年度を除く指定期間の全ての年度とします。 

イ 評価結果を反映する年度の総合評価結果を点数化（Ｓ：５点～Ｄ：１点）した上で合算し

て対象年度数で除した平均得点（小数点以下第２位を四捨五入）に基づき、以下の基準に

より評価反映得点を決定します。 

総合評価結果の平均得点 評価反映得点 

４．６～５点 基準得点の１０％を加算 

３．６～４．５点 基準得点の５％を加算 

２．５～３．５点 加減なし 

１．５～２．４点 基準得点の５％を減算 

１～１．４点 基準得点の１０％を減算 

（４）同点の場合 

以上の結果、同点であった場合は、係数の高い項目において高得点であった団体を指定管理

者候補者とします。それでもなお、同点である場合は、所管部採点項目の得点が高かった団体

（高齢者福祉センターふれあい桜館については提案金額が一番低かった団体）を指定管理者候

補者に選定します。 
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１３ 指定管理者候補者決定後の手続 

（１）指定管理者候補者の選定結果 

指定管理者候補者の選定は、７月以降の予定です。結果については、二次審査対象者全員に

文書で通知します。 

（２）市議会の議決 

指定管理者候補者の選定後、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、町田市議会に

指定管理者候補者を指定管理者とする議案を付議し、議決を受けることとなります。ただし、市

議会の議決を経るまでの間に指定管理者候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と

認められる事情が生じたときは、指定管理者候補者に選定しないことがあります。 

なお、市議会の議決が得られなかった場合及び否決された場合においても、指定管理者候補者

が申請に要した費用等については、一切補償しません。 

（３）指定管理者の決定結果 

指定管理者の議案の可決後、１０月上旬以降、指定管理者に文書で通知します。 

（４）協定書の締結 

指定管理者を指定した後、速やかに指定期間全体の「基本協定書」を締結するとともに、年

度ごとに「年度協定書」を締結します。さらに、指定管理者が替わった場合は、新旧指定管理

者及び市の３者で引継業務に関する「引継協定書」を締結します。協定書等の締結にあたって

は、市と指定管理者は誠意をもって協議するものとします。 

また、事業計画において提案された内容については、原則としてそのまま実施することとし

ますが、選考委員会で意見が付された事項や事業計画の詳細については、改めて協議するもの

とします。提案した内容が一部でも認められなければ申請を辞退する場合は、必ずその旨を事

業計画書の最後部に明示してください。 

 

１４ 問い合わせ先 

町田市いきいき生活部いきいき総務課事業係 

〒１９４－８５２０ 町田市森野２丁目２番２２号  

電話 ０４２－７２４－３２９１ ＦＡＸ ０５０－３１０１－４３１５ 
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＜別表＞ 

（１） ふれあい桜館グループ 

  ① 高齢者福祉センターふれあい桜館 

名称 高齢者福祉センターふれあい桜館 

所在地 下小山田町 3580番地 

竣工年月 1994年 6月 

構造 
鉄筋コンクリート地上 3 階地下 1 階建（うち 2 階及び

共有部分） 

延床面積 1,073.70㎡（共有部分含まず） 

事業内容 高齢者福祉センター事業 

休業日 月曜日・祝日・12月 29日～1月 3日 

開所時間 9時 00分～16時 00分 

年間開所日数 

（2021年度） 

131日（（2021年度は緊急事態宣言に伴う休館あり。2019

年度は 265日） 

年間延べ利用者数

（2021年度） 

7,142 名（2021 年度は緊急事態宣言に伴う休館あり。

2019年度は 25,769人） 

  

②小山田高齢者在宅サービスセンター 

名称 小山田高齢者在宅サービスセンター 

所在地 ①と同様 

竣工年月 ①と同様  

構造 
鉄筋コンクリート地上 3 階地下 1 階建（うち 1 階及び

共有部分） 

延床面積 1,329.50㎡（共有部分含まず） 

事業内容 

通所介護［定員：30名］ 

認知症対応型通所介護［定員：36名］ 

介護予防認知症対応型通所介護 

介護予防通所介護・第１号通所介護（総合事業）［定員

（市基準）：10名］ 

現在の休業日 日曜日・祝日・12月 31日～1月 3日 

現在の開所時間 8時 30分～17時 00分 

年間開所日数 

（2021年度） 
294日 

年間延べ利用者数

（2021年度） 
10,438名 

【備考】指定管理期間中に修繕が予定されています。（2024年度設計・2025年度工事） 

半年程度施設が休館になる可能性があります。 
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（２）つくし野デイサービスセンター 

名称 つくし野デイサービスセンター 

所在地 つくし野 2丁目 21番 11号 つくし野小学校内 

竣工年月 1998年 4月 

構造 鉄筋コンクリート造 3階建（うち 1階部分） 

延床面積 213.00㎡ 

事業内容 

地域密着型通所介護［定員：18名］ 

介護予防通所介護・第１号通所介護（総合事業）［定員

（市基準）：7名］ 

現在の休業日 日曜日・祝日・12月 31日～1月 3日 

現在の開所時間 8時 30分～17時 00分 

年間開所日数 

（2021年度） 
304日 

年間延べ利用者数

（2021年度） 
3,693名 

 

（３）デイサービス森野 

名称 デイサービス森野 

所在地 森野 5丁目 28番 1号 森野五丁目第 3アパート内 

竣工年月 1999年 6月 

構造 鉄筋コンクリート造 4階建(うち 1階部分) 

延床面積 200.29㎡ 

事業内容 
地域密着型通所介護［定員：18名］ 

介護予防通所介護・第１号通所介護（総合事業） 

現在の休業日 土曜日・日曜日・祝日・12月 29日～1月 3日 

現在の開所時間 8時 00分～17時 00分 

年間開所日数 

（2021年度） 
296日 

年間延べ利用者数

（2021年度） 
5,138名 
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（４）デイサービス南大谷 

名称 デイサービス南大谷 

所在地 南大谷 264番地 都営南大谷アパート 4号棟内 

竣工年月 1999年 12月 

構造 鉄筋コンクリート造 9階建(うち 1階部分) 

延床面積 200.84㎡ 

事業内容 
通所介護［定員：25名］ 

介護予防通所介護・第１号通所介護（総合事業） 

現在の休業日 日曜日・12月 31日～1月 3日 

現在の開所時間 8時 30分～18時 30分 

年間開所日数 

（2021年度） 
310日 

年間延べ利用者数

（2021年度） 
5,415名 

 

（５）玉川学園高齢者在宅サービスセンター 

名称 玉川学園高齢者在宅サービスセンター 

所在地 玉川学園 3丁目 35番 1号 

竣工年月 2000年 4月 

構造 鉄筋コンクリート造地上 3階建地下１階建 

延床面積 1,383.30㎡ 

事業内容 

通所介護［定員：60名］ 

認知症対応型通所介護［定員：24名］ 

介護予防認知症対応型通所介護 

介護予防通所介護・第１号通所介護（総合事業） 

現在の休業日 日曜日・12月 31日～1月 3日 

現在の開所時間 8時 00分～17時 45分 

年間開所日数 

（2021年度） 
313日 

年間延べ利用者数

（2021年度） 
12,784名 
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（６）本町田高齢者在宅サービスセンター 

名称 本町田高齢者在宅サービスセンター 

所在地 本町田 2102番地 1 

竣工年月 2000年 11月 

構造 鉄筋コンクリート造 2階建 

延床面積 999.91㎡ 

事業内容 
通所介護［定員：50名］ 

介護予防通所介護・第１号通所介護（総合事業） 

現在の休業日 日曜日・12月 29日～1月 3日 

現在の開所時間 8時 15分～17時 15分 

年間開所日数 

（2021年度） 
308日 

年間延べ利用者数

（2021年度） 
10,191名 

 

（７）デイサービス忠生 

名称 デイサービス忠生 

所在地 忠生 1丁目 19番 2号 忠生市営住宅集会所内 

竣工年月 2001年 5月 

構造 
鉄筋コンクリート造地上 1 階地下 1 階建（うち 1 階部

分） 

延床面積 253.98㎡ 

事業内容 
通所介護［定員：30名］ 

介護予防通所介護・第１号通所介護（総合事業） 

現在の休業日 日曜日・祝日・12月 31日～1月 3日 

現在の開所時間 9時 00分～17時 00分 

年間開所日数 

（2021年度） 
296日 

年間延べ利用者数

（2021年度） 
5,835名 
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（８）デイサービス三輪 

名称 デイサービス三輪 

所在地 
三輪緑山 4 丁目 14 番 1 号 三輪コミュニティセンター

内 

竣工年月 2002年 6月 

構造 鉄筋コンクリート造 2階建(うち 1階部分) 

延床面積 298.86㎡ 

事業内容 
通所介護［定員：30名］ 

介護予防通所介護・第１号通所介護（総合事業） 

現在の休業日 日曜日・12月 30日～1月 3日 

現在の開所時間 8時 30分～17時 30分 

年間開所日数 

（2021年度） 
313日 

年間延べ利用者数

（2021年度） 
6,917名 

【備考】 

指定管理期間中に、三輪コミュニティセンターの修繕が予定されています。（2023 年度

設計・2024年度工事） 

工事期間中、半年程度デイサービスが休止になる可能性があります。 

 

（９）デイサービス榛名坂 

名称 デイサービス榛名坂 

所在地 金井 3丁目 20番地 1 

竣工年月 2002年 7月 

構造 鉄骨造平屋建 

延床面積 310.47㎡ 

事業内容 
通所介護［定員：36名］ 

介護予防通所介護・第１号通所介護（総合事業） 

現在の休業日 日曜日・祝日・12月 29日～1月 3日 

現在の開所時間 8時 30分～１7時 30分 

年間開所日数 

（2021年度） 
293日 

年間延べ利用者数

（2021年度） 
5,556名 
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（１０）デイサービス高ヶ坂 

名称 デイサービス高ヶ坂 

所在地 高ヶ坂 7丁目 26番 8号 

竣工年月 2003年 1月 

構造 鉄筋コンクリート造 2階建 

延床面積 585.76㎡ 

事業内容 
通所介護［定員：45名］ 

介護予防通所介護・第１号通所介護（総合事業） 

現在の休業日 日曜日・祝日・12月 31日～1月 3日 

現在の開所時間 8時 30分～17時 30分 

年間開所日数 

（2021年度） 
310日 

年間延べ利用者数

（2021年度） 
7,658名 

 

（１１）デイサービスあいはら 

名称 デイサービスあいはら 

所在地 相原町 3174番地 

竣工年月 2005年 10月 

構造 鉄筋コンクリート造 2階建 

延床面積 599.19㎡ 

事業内容 
通所介護［定員：30名］ 

介護予防通所介護・第１号通所介護（総合事業） 

現在の休業日 日曜日・12月 29日～1月 3日 

現在の開所時間 8時 30分～17時 15分 

年間開所日数 

（2021年度） 
308日 

年間延べ利用者数

（2021年度） 
6,505名 

 


